
平
成
十
二
年
二
月
四
日
受
領 

答

弁

第

二

〇

号 

     

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
定
期
借
家
権
」
に
よ
る
混
乱
と
危
険
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す 

る
。 内

閣
衆
質
一
四
六
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一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

特
別
措
置
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
借
地
借
家
法
（
平
成
三
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
十
八
条
（
以
下
「
改
正

後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
定
期
建
物
賃
貸
借
（
以
下
「
定
期
借
家
」
と
い
う
。
）
の
制
度 

 
 

 

を
広
く
周
知
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
等
を
活
用
し
た
政
府
広
報
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
等
の
作
成
及
び

配
布
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
関
係
団
体
等
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

特
別
措
置
法
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、
国
と
共
に
、
良
質
な
賃
貸
住
宅
等
の
供
給
の

促
進
、
住
宅
困
窮
者
の
た
め
の
良
質
な
公
共
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
及
び
賃
貸
住
宅
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
等

の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
賃
貸
住
宅
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
等
の
体
制
の
整
備
の

良
質
な
賃
貸
住
宅
等
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
特
別
措
置 

 

法
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
及
び
建
設
省
の
共
管
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
「
定
期
借
家
権
」
に
よ
る
混
乱
と
危
険
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

一
の
（
6
）
に
つ
い
て 

一
の
（
4
）
及
び
（
5
）
に
つ
い
て 

建
設
省
に
お
い
て
、
建
物
賃
貸
借
関
係
の
適
正
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
定
期
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
を
作
成
し
、
都
道
府

県
及
び
政
令
指
定
都
市
並
び
に
関
係
団
体
に
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
定
期
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
は
、
特
定
の
法
令
に

根
拠
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
建
設
省
が
住
宅
政
策
を
所
管
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
、
住
宅
に
係
る
定
期
借
家
契
約

の
雛ひ

な

形
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
建
設
省
が
作
成
し
た
中
高
層
共
同
住
宅
標
準
管
理
規
約
と
同
様
の
性

格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。 

改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
、
期
間

満
了
の
一
年
前
か
ら
六
月
前
ま
で
の
間
（
以
下
「
通
知
期
間
」
と
い
う
。
）
に
賃
借
人
に
対
し
期
間
の
満
了
に
よ
り
賃
貸
借 

 

が
終
了
す
る
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
終
了
を
賃
借
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
賃
貸
人
が
通
知
期
間
の

経
過
後
賃
借
人
に
対
し
そ
の
旨
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
通
知
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
後
は
、
対
抗
す

一
環
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
借
地
借
家
法
及
び
同
法
の
一
部
改
正
内
容
の
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
、
各
種
広
報
に
努

め
る
と
と
も
に
、
住
宅
相
談
窓
口
、
法
律
相
談
窓
口
等
に
お
け
る
相
談
機
能
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
と
な
る
。 

二 

 



 

一
の
（
8
）
に
つ
い
て 

一
の
（
7
）
に
つ
い
て 

仮
に
、
期
間
の
満
了
後
十
年
を
経
過
し
て
か
ら
通
知
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
賃
貸
人
が
賃
貸
借
が
終
了
す
る
旨
の
通

知
を
し
て
か
ら
、
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
そ
の
終
了
を
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
六
月
の
経
過
が
必
要

で
あ
り
、
他
方
、
賃
借
人
は
い
つ
で
も
賃
貸
借
の
終
了
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ら
、
期
間
満
了
後
の
賃
借
人
が
極

め
て
不
安
定
な
地
位
に
あ
り
続
け
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

定
期
借
家
契
約
は
、
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
と
す
る
旨
を
定
め
る
契
約
で
あ
り
（
改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条

第
一
項
）
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
十
九
条
に
規
定
す
る
黙
示
の
更
新
を
含
め
、
契
約
の
更
新 

 

を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
一
般
に
、
御
指
摘
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
契
約
の
更
新
が
あ
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

解
さ
れ
る
。 

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
法
律
上
、
賃
貸
人
は
、
期
間
の
満
了
後
も
通
知
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。 

三 

 



 

一
の
（
10
）
に
つ
い
て 

一
の
（
9
）
に
つ
い
て 

今
後
、
貸
家
市
場
に
お
い
て
定
期
借
家
が
中
心
と
な
る
か
、
賃
料
が
ど
の
よ
う
に
推
移
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
、
市
場
の

動
向
を
慎
重
に
見
守
る
必
要
が
あ
る
が
、
定
期
借
家
制
度
は
、
従
来
の
賃
貸
人
に
よ
る
更
新
拒
絶
に
つ
い
て
は
正
当
の
事
由

が
必
要
と
さ
れ
る
建
物
賃
貸
借
（
以
下
「
普
通
借
家
」
と
い
う
。
）
に
加
え
て
新
た
な
選
択
肢
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
っ 

 
 

て
、
そ
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
は
、
賃
貸
人
及
び
賃
借
人
の
合
理
的
な
判
断
に
よ
る
も
の
と
な
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

解
釈
上
の
問
題
点
と
し
て
は
、
①
定
期
借
家
に
お
い
て
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
、
期
間
が
満
了
し
た
が
、
賃
貸

人
が
賃
借
人
に
対
し
賃
貸
借
が
終
了
す
る
旨
の
通
知
を
し
な
い
と
き
は
、
賃
貸
借
契
約
が
継
続
し
て
い
る
か
、
②
期
間
が
満

了
し
た
後
、
賃
借
人
が
建
物
の
使
用
を
継
続
し
、
か
つ
、
賃
貸
人
が
こ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
異
議
も
述
べ
な
い
場
合
に
は
、

契
約
の
更
新
が
認
め
ら
れ
る
か
、
③
改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
特
別
措
置
法
附
則
第
三
条
に
お
け
る

賃
貸
借
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
賃
借
人
は
、
目
的
物
で
あ
る
建
物
を
明
け
渡
す
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
を
履
行
し
な
い
場

合
に
は
、
賃
貸
人
は
、
訴
え
の
提
起
等
法
的
措
置
を
採
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

な
お
、
家
賃
に
つ
い
て
の
規
制
は
、
相
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

四 

 



 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

特
別
措
置
法
附
則
第
四
条
は
、
「
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸 

 

借
の
在
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
部
内
に
お
い
て
は
、
借
地
借
家
法
を
所
管 

 

す
る
法
務
省
及
び
住
宅
政
策
を
所
管
す
る
建
設
省
が
見
直
し
の
中
心
と
な
る
。 

①
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
6
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
賃
貸
人
は
、
賃
貸
借
の
終
了
を
賃

借
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
賃
借
人
か
ら
賃
貸
人
に
対
し
て
賃
貸
借
の
終
了
を
主
張
し
な
い
限
り
、
従
前
の
賃
貸
借

契
約
が
継
続
し
て
い
る
状
態
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
7
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
契

約
の
更
新
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
四
の
（
2
）
に
つ
い
て
で
述
べ
る
と
お
り
、
い
わ
ゆ
る

店
舗
併
用
住
宅
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

「
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
」
に
は
い
わ
ゆ
る
店
舗
併
用
住
宅
を
含
む
か
等
が
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
広
報
等
に
よ
り
国
民
に
周
知
徹
底
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
関
連
す
る
統
計
調
査
等
を
実
施
し
、
必
要
な
デ
ー
タ
の
収
集
に
努
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
等
必
要
な
情
報
を
提
供

五 

 



 

三
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
賃
貸
住
宅
の
供
給
戸
数
及
び
管
理
戸
数
の
実
績
等
施
策
の
具
体
的
な
実
施

状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
把
握
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
法
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
今
後
と
も
、
住
宅
の
性
能
を
表
示
す
る
制
度
の
普
及
の
状
況
、
適
切
な
規
模
、
性
能
、
居
住
環
境
等
を
有
す
る
良
質
な

公
共
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
状
況
、
賃
貸
住
宅
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、
相
談
等
の
体
制
の
整
備
の
状
況
等
施
策
の
具
体
的

な
実
施
状
況
の
把
握
の
充
実
に
努
め
、
適
切
な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

特
別
措
置
法
附
則
第
四
条
に
よ
り
、
同
法
の
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸
借
の
在
り

方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
同
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
今
後
は
、

必
要
に
応
じ
て
、
御
指
摘
の
点
も
含
め
、
賃
貸
借
に
関
す
る
様
々
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
同
法
の
施
行
の
状
況
に
つ

い
て
把
握
し
て
ま
い
り
た
い
。 

し
て
ま
い
り
た
い
。 

特
に
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
賃
貸
住
宅
の
供
給
戸
数
及
び
管
理
戸
数
の
実
績
等
施
策
の
具
体
的
な
実
施

六 

 



 

四
の
（
2
）
に
つ
い
て 

四
の
（
1
）
に
つ
い
て 

特
別
措
置
法
附
則
第
三
条
は
、
同
法
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
さ
れ
た
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
貸
借
の
当
事
者

が
、
そ
の
賃
貸
借
を
合
意
に
よ
り
終
了
さ
せ
、
引
き
続
き
新
た
に
同
一
の
建
物
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
を
す
る
場
合
に
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
定

期
借
家
へ
の
切
替
え
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
普
通
借
家
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
既
存

の
契
約
の
当
事
者
に
対
し
、
そ
の
趣
旨
を
広
く
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
一
の
（
2
）
に
つ
い

て
で
述
べ
た
と
お
り
の
広
報
等
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

状
況
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
把
握
し
て
き
て
お
り
、
建
設
白
書
等
に
お
い
て
公
表
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

同
法
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
施
策
の
具
体
的
な
実
施
状
況
の
把
握
及
び
そ
の
公
表
の
充

実
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
う
な
ど
し
て
、
状
況
の
把
握
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

借
地
借
家
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
「
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
」
は
、
賃
貸
借
の
目
的
で
あ
る
建
物
の
全
部
が
住
居
と

七 

 



 

四
の
（
3
）
に
つ
い
て 

五
の
（
1
）
に
つ
い
て 

特
別
措
置
法
附
則
第
三
条
は
、
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
事
業
用
の
建
物
の
賃
貸
借
に
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
こ

の
種
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
定
期
借
家
へ
の
切
替
え
も
許
さ
れ
る
。 

な
お
、
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
は
、
同
法
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
さ
れ
た
建
物
の
賃
貸
借
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど

お
り
契
約
の
更
新
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
従
前
の
契
約
の
合
意
解
約
を
前
提
と
す
る
い
わ
ゆ
る
定
期

借
家
へ
の
切
替
え
と
は
別
の
事
項
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
解
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
二
十
四
条
中
の
「
居
住
の
用
に
供
す
る
も
の
」
に
つ
い
て

も
同
様
に
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
建
物
の
一
部
が
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
一
般 

 

に
、
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
に
当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等
に
よ
り
、
改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
趣
旨
を
広
く
周
知
徹
底

さ
せ
る
と
と
も
に
、
建
設
省
に
お
い
て
、
定
期
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
と
併
せ
て
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
説
明
に
係
る

書
面
の
雛
形
を
作
成
し
、
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

八 

 



 

五
の
（
4
）
に
つ
い
て 

五
の
（
3
）
に
つ
い
て 

五
の
（
2
）
に
つ
い
て 

定
期
借
家
契
約
が
終
了
し
た
後
、
同
一
の
建
物
に
つ
い
て
同
一
の
当
事
者
間
で
、
借
家
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
も
少
な

く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
新
た
に
締
結
す
る
場
合
の
賃
料
等
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
と
賃
借
人
の
自
由

な
交
渉
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
実
状
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
し
て
ま
い
り
た
い
。 

な
お
、
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
政
策
部
会
の
報
告
書
に
よ
れ 

ば
、
同
報
告
書
が
予
定
す
る
消
費
者
契
約
法
は
、
消
費
者
が
事
業
者
と
締
結
す
る
契
約
（
以
下
「
消
費
者
契
約
」
と
い 

 
 

う
。
）
を
幅
広
く
対
象
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
定
期
借
家
契
約
が
一
方
当
事
者
と
し
て
の
消
費
者
が
他
方
当
事
者
と 

し
て
の
事
業
者
と
締
結
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
同
報
告
書
に
お
け
る
消
費
者
契
約
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

定
期
借
家
に
お
い
て
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
、
期
間
が
満
了
し
た
が
、
賃
貸
人
が
賃
借
人
に
対
し
賃
貸
借
が
終

了
す
る
旨
の
通
知
を
し
な
い
と
き
の
法
律
関
係
は
、
一
の
（
10
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
御
指
摘
の
場
合
に

消
費
者
契
約
法
案
（
仮
称
）
は
、
現
在
検
討
の
段
階
に
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
未
確
定
で
あ
る
。 

九 

 



 

五
の
（
7
）
に
つ
い
て 

五
の
（
6
）
に
つ
い
て 

五
の
（
5
）
に
つ
い
て 

改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
一
の
（
6
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り

で
あ
り
、
御
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。 

改
正
後
の
借
地
借
家
法
第
三
十
八
条
第
五
項
は
、
契
約
の
当
事
者
が
中
途
解
約
権
に
つ
い
て
特
約
に
よ
り
定
め
る
こ
と
を

排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
項
は
、
事
業
を
営
む
賃
借
人
に
つ
い
て
は
、
契
約
後
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
建
物
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
て
中
途
解
約
権
の
特
約
を
す
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
居
住
の
用
に
供
す
る
建
物
の
賃
借
人
に
限
っ
て
法
定
の
中
途
解
約
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と

承
知
し
て
い
る
。 

は
、
従
前
の
賃
貸
借
契
約
が
継
続
し
、
賃
料
額
が
改
定
さ
れ
た
状
態
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。 

な
お
、
建
設
省
が
作
成
し
た
定
期
賃
貸
住
宅
標
準
契
約
書
に
お
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
解
約
事
由
に
限
定
せ
ず
、
賃

借
人
に
よ
る
契
約
の
中
途
解
約
権
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

一
〇 

 



 

五
の
（
8
）
に
つ
い
て 

公
営
住
宅
（
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
営
住
宅
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
条
例
に
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
借
地
借
家
法
が
適 

 

用
さ
れ
る
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
営
住
宅
は
、
住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得

者
の
た
め
に
賃
貸
す
る
住
宅
で
あ
り
、
入
居
者
が
高
額
所
得
者
と
な
る
こ
と
等
特
段
の
事
由
が
な
い
限
り
居
住
が
継
続
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
制
度
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
業
主
体
（
公
営
住
宅
法
第
二
条
第
十
六
号
に
規
定
す
る
事
業

主
体
を
い
う
。
）
は
、
入
居
者
と
の
間
で
期
間
の
定
め
が
な
い
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
て
お
り
、
定
期
借
家
制
度
に
は
な
じ 

 

ま
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。 

御
指
摘
の
「
苛
酷
条
項
」
と
は
、
賃
借
人
に
明
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
苛
酷
と
な
る
場
合
に
こ
れ
を
制
限
す
る
趣
旨
の
条

項
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
明
渡
し
の
対
象
と
な
る
の
は
、
一
般
の
契
約
の
場
合
と
異
な

ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。 

な
お
、
御
指
摘
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
調
査
し
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
都
市
基
盤
整
備
公
団
又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
が
賃
貸
す
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
定
期
借
家
制
度
も
含
め
、
借
地

一
一 

 



 

六
の
（
2
）
に
つ
い
て 

六
の
（
1
）
に
つ
い
て 

家
賃
規
制
等
を
行
っ
て
い
る
欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
当
該
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
民
間
の
家
賃
を
調
査
し
て
い
る
国

も
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
一
方
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
既
に
地
代
家
賃
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
四
十
三

号
）
が
廃
止
さ
れ
、
家
賃
規
制
も
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
、
適
正
賃
料
を
定
め
公
表
す
る
観
点
か

ら
賃
料
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
透
明
で
公
正
な
賃
貸
住
宅
市
場
が
形
成
さ

れ
る
よ
う
、
賃
料
を
含
む
賃
貸
住
宅
市
場
の
情
報
が
円
滑
に
流
通
す
る
た
め
の
業
界
団
体
等
に
対
す
る
支
援
等
を
行
う
こ
と

を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。 

借
家
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
実
際
に
定
期
借
家
制
度
を
適
用
す
る
か
ど
う
か
は
、
都
市
基
盤
整
備
公
団

又
は
地
方
住
宅
供
給
公
社
に
お
い
て
、
定
期
借
家
制
度
の
定
着
状
況
、
入
居
希
望
者
の
意
向
等
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
っ
た

上
で
、
判
断
す
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。 

定
期
借
家
契
約
は
、
期
間
の
満
了
に
よ
り
、
契
約
の
更
新
が
な
く
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、

期
間
は
、
賃
貸
人
及
び
賃
借
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
き
合
意
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
賃
借
人
は
、
期
間
の
終
期
を

一
二 

 



 

 

一
三 

十
分
に
認
識
で
き
る
。 

ま
た
、
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
賃
貸
人
は
、
通
知
期
間
に
賃
借
人
に
対
し
期
間
の
満
了
に
よ
り
賃
貸
借
が

終
了
す
る
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
終
了
を
賃
借
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
か
ら
、
賃
借
人
に
は
期

間
の
満
了
後
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
す
る
十
分
な
時
間
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
賃
貸
人
及
び
賃
借
人
が
期
間
の
満
了
後
に
引
き

続
き
新
た
に
同
一
の
建
物
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
を
す
る
旨
の
合
意
を
行
っ
た
場
合
は
、
賃
借
人
は
引
き
続
き
当
該
建
物
へ

の
入
居
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
定
期
借
家
契
約
の
場
合
に
お
い
て
借
家
に
居
住
す
る
賃
借
人
の
居
住
の
安
定
が
害
さ
れ
る
と
は
認

識
し
て
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
定
期
借
家
契
約
の
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
賃
借
人
に
係
る
団
体
に
対
し
て
、
御
指
摘
の
よ
う
な
定
期
借
家

の
場
合
に
お
い
て
借
家
に
居
住
す
る
賃
借
人
の
居
住
す
る
権
利
を
守
る
た
め
と
い
う
観
点
で
の
特
段
の
補
助
等
を
行
う
こ
と

は
考
え
て
い
な
い
。 


